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2022年 8月 

 ＭＨＩ原子力研究開発株式会社

「原子力事業者防災業務計画」の修正箇所及び修正理由

【修正の趣旨】

下記のとおり原子力事業者防災業務計画の修正を行うものです。

頁 項 目 修 正 箇 所 修 正 理 由 

9 

第 2 章 第 2 節 1. 

(1) 社外関係機関への通

報・連絡体制

別表第２又は別表第３に示す事象について

通報を行った後の社外関係機関への通報を

別図第４に定める通報先に行なう。 

→ 別表第２又は別表第３に示す事象に

ついて通報を行った後の社外関係

機関への報告を別図第４に定める

報告先に行なう。

別図第４は原災法第 10

条第 1 項の通報後の報

告体制のため「通報」

を「報告」に修正 

9 
第 2 章 第 2 節 2. 

(3) 防護活動本部の設置

 (3) 防護活動本部、対策本部の設置

→ (3) 防護活動本部の設置

 警戒時には防護活動本部、施設敷地

緊急時及び全面緊急時には対策本部

を設置する（以下、防護活動本部と

対策本部を「本部」という）。

→ 防護活動本部を設置する（以下、防

護活動本部を「本部」という）。

警戒事態と施設敷地緊

急事態、全面緊急事態

で本部活動体制は変わ

らないため、防護活動

本部に統一 

17 
第 3 章 第 1 節 3．(2) 

情報の収集と提供 

別図第４に定められた通報先にファクシミ

リ装置を用いて送信する。

→ 別図第４に定められた報告先にフ

ァクシミリ装置を用いて送信す

る。

別図第４は原災法第 10

条第 1 項の通報後の報

告体制のため「通報」

を「報告」に修正 

21 
第 3 章 第 3 節 

1．全面緊急時態勢の発令

(2) 本部長は、この通報を行ったとき、あ

るいは内閣総理大臣が原子力緊急事態

宣言を発令したときは、全面緊急時態

勢を発令するとともに、その旨を別図

第４に定める通報先に伝える。

→ (2) 本部長は、この通報を行ったと

き、あるいは内閣総理大臣が

原子力緊急事態宣言を発令し

たときは、全面緊急時態勢を

発令する。 

記載の適正化 

「その旨を別図第４に

定める通報先に伝え

る」を削除 

27 図表リスト 

別図第４ 原子力災害対策特別措置法第１

０条第１項の通報後の通報体制 

→ 別図第４ 原子力災害対策特別措置

法第１０条第１項の通報後の報告体制 

別図第４は原災法第 10

条第 1 項の通報後の連

絡体制であるため「通

報」を「報告」に修正 
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頁 項 目 修 正 箇 所 修 正 理 由 

28 別図第１ 原子力防災組織 

 各機能班の要員数表示を原子力防災

要員のみに修正 

 

 

 

 防護活動本部を追加 

 

 

 図の体裁を修正 

 

 不明者 → 不用者 

 図名称を図の上部に移動 

 機能班の要員数は

状況により変化す

る可能性があるた

め原子力防災要員

数のみ記載 

 原子力防災組織内

での防護活動本部

の配置を明確化 

 図を見易くするた

め修正 

 誤記修正 

 表との整合 

29 

別図第２ 警戒事態発生時

の連絡体制
 

  

 消防庁を連絡先から削除 

 

 図の体裁を修正、関係機関を区分分け 

 

 図名称を図の上部に移動 

 茨城県通知（原対第

65 号）を反映 

 図を見易くするた

め修正 

 表との整合 

30 

別図第３ 原子力災害対策

特別措置法第１０条第１項

に基づく通報体制 （１／

２） 

（１）社内での事象発生時

の通報体制 

 消防庁を連絡先から削除 

 

 図の体裁を修正、関係機関を区分分け 

 

 図名称を図の上部に移動 

 茨城県通知（原対第

65 号）を反映 

 図を見易くするた

め修正 

 表との整合 

31 

別図第３ 原子力災害対策

特別措置法第１０条第１項

に基づく通報体制（２／

２） 

（２）事業所外運搬での事

象発生時の通報体制 

 自動車局安全・環境基準課 

 → 自動車局車両基準・国際課 

 図の体裁を修正、関係機関を区分分け 

 

 図名称を図の上部に移動 

 国土交通省課名変

更を反映 

 図を見易くするた

め修正 

 表との整合 

32 

別図第４ 原子力災害対策

特別措置法第１０条第１項

の通報後の報告体制（１／

２） 

（１）社内での事象発生時

の報告体制 

 図の名称を修正 

通報体制 → 報告体制 

 

 

 消防庁を連絡先から削除 

 

 図の体裁を修正、関係機関を区分分け 

 

 図名称を図の上部に移動 

 別図第４は原災法

第 10 条第 1 項の通

報後の報告体制で

あるため修正 

 茨城県通知（原対第

65 号）を反映 

 図を見易くするた

め修正 

 表との整合 

33 

別図第４ 原子力災害対策

特別措置法第１０条第１項

の通報後の報告体制（２／

２） 

（２）事業所外運搬での事

象発生時の報告体制 

 図の名称を修正 

通報体制 → 報告体制 

 応急措置の連絡先  

→ 応急措置の報告先 

 自動車局安全・環境基準課 

 → 自動車局車両基準・国際課 

 図の体裁を修正、関係機関を区分分け 

 

 図名称を図の上部に移動 

 別図第４は原災法

第 10 条第 1 項の通

報後の報告体制で

あるため修正 

 国土交通省課名変

更を反映 

 図を見易くするた

め修正 

 表との整合 
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頁 項 目 修 正 箇 所 修 正 理 由 

34 
別図第５ 警戒時態勢発

令以降の社内体制
 

 図名称を図の上部に移動  表との整合 

35 

別図第６ 事業所敷地境

界付近の放射線測定設備

及び原子力事業所災害対

策支援拠点配置図 

 図名称を図の上部に移動  表との整合 

36 

別図第７ 当社敷地内の

避難場所及び緊急時対策

所
 

 材料ホットラボ施設を追記 

 図名称を図の上部に移動 

 記載の適正化 

 表との整合 

44 

別表第５ 副原子力防災

管理者の職位及び代行順

位 

（１）保安管理責任者 

→（１）原子力３Ｓ統括者 

（２）原子力３Ｓ統括者 

 →（２）技術推進・品質保証部長 

（３）技術推進・品質保証部長 

→（３）安全管理部長 

（４）安全管理部長 →（４）研究部長 

（５）研究部長 →（５）保安管理責任者 

 

（管理部長の代行順位は修正なし） 

 保安管理体制を安

定的に維持するた

め代行順位を見直

し 

45 
別表第６ 原子力防災資

機材 

 資機材毎に保管場所を明記 

 担架の保管場所を燃料ホットラボ施

設に変更 

 保管場所を明確化 

 誤記修正 

47 別表第８ 緊急時対策所 

 USB 型通信端末 → モバイル通信端

末 

 7 人乗り自動車 → 社有車 

 電動バイク、電動アシスト自転車 → 

（削除） 

 端末形式変更 

 

 記載の一般化 

 移動・輸送手段の資

機材見直し 

 

以上 


